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子育て世帯
臨時特例給付金

対象者

児童手当の受給者
※児童手当の所得制限限度額以上の人や生活保護受給者など
　は除く。

子ども１人につき１万円

●給付対象者　いずれも該当する人
▷26年１月１日時点で内子町に住民票がある人
▷26年１月分の児童手当を受給している人で、25
　年中の所得が児童手当の所得制限に満たない人。
※臨時福祉給付金の対象となっている場合や、生
　活保護の受給者は対象になりません。
※26年１月１日より後に生まれた児童や死亡し
　た児童は対象外になります。
●申請に必要なもの
▷子育て世帯臨時特例給付金申請書（押印したもの）
▷申請者本人を確認できるもの（運転免許証、住
　基カードなどの写しを提出）
▷振込先が確認できるもの（キャッシュカードや
　通帳など）

臨時福祉給付金
対象者

住民税の非課税者
※課税者の扶養親族や生活保護受給者などは除く。

１人につき１万円
年金や児童扶養手当などの受給者は１万5,000円

●給付対象者　いずれも該当する人
▷26年１月１日時点で内子町に住民票がある人
▷26年度の町民税が課税されていない人
※本人が非課税であっても、課税される人の扶養
　家族になっている場合や、生活保護の受給者は
　対象になりません。
●申請に必要なもの
▷臨時福祉給付金申請書（押印したもの）
▷申請者本人を確認できるもの（運転免許証、住
　基カードなどの写しを提出）
※同一世帯の給付対象者分を申請者がまとめて申
　請する場合は、全員の保険証などの写し
▷振込先が確認できるもの（キャッシュカードや
　通帳など）

《共通事項》
　申請期間　８月１日（金）～ 12月26日（金）
　申請場所　本庁／内子分庁／小田支所
　給付時期　９月以降（予定）、交付決定後に指定
　口座に振り込まれます。
※「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」には十分
　ご注意ください。

【問い合わせ】
保健福祉課
☎０８９３（４４）６１５４
町民税に関することは税務課
☎０８９３（４４）６１５３
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「２つの給付金」の受給申請を
受け付けます

惑
を
お
掛
け
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
工
期　

９
～
11
月（
予
定
）

【
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課
都
市
計
画
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
７

　

Ｊ
Ｒ
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Ｓ
Ｌ
機
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車
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修
復
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を
行
い
ま
す
。

　

塗
料
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飛
散
防
止
対
策
な
ど
安
全
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は
十
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に
配
慮
し
ま
す
が
、
周

辺
住
民
や
Ｊ
Ｒ
内
子
駅
を
利
用
者
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皆
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に
は
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作
業
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ど
で
ご
迷

Ｊ
Ｒ
内
子
駅
前
の
Ｓ
Ｌ
修
復
作
業
を
行
い
ま
す

●木こり市場プロジェクトとは
　木材の買い取りを支援することで、森林保全
と地域活性化を目指し、「第３期木こり市場プ
ロジェクト」を行っています。
　不要材（端材、出荷しない木など、長さ１㍍
以上のもの）を、木こり市場で買い取ります。
●木材の買い取り方法
　買い取り金額は１㌧当たり6,850円とし、そ
のうち3,000円分を地域通貨（参加商店などで
使用できる金券）、残り3,850円分を現金で支払
います（後払い）。内子町の山の「健康」を守る
活動に、ご協力をお願いします。
※参加する人は、事前に申し込みください。
【申込・問い合わせ】
○産業振興課　林業係（内子分庁内）
☎０８９３（４４）２１２３
○内子町役場小田支所　産業建設課係
☎０８９２（５２）３１１１

第３期木こり市場プロジェクト
参加者を募集します

爆
音
機
の
使
用
に
つ
い
て
の
お
願
い

置
場
所
や
音
の
間
隔
を
工
夫
し
、
早

朝
や
日
没
後
の
使
用
を
避
け
る
な

ど
、十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

産
業
振
興
課　

林
業
振
興
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
３

　

野
生
鳥
獣
か
ら
農
作
物
を
守
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た

め
に
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用
す
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す
。
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つ
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て
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辺
住
民
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が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

爆
音
機
を
使
用
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、
設

　

お
持
ち
の
上
、
い
ず
れ
か
の
窓
口

　

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
指
定
施
術
者

　

治
療
室
小
田　

古
田
勝か

つ
み美

●
住
所　

内
子
町
小
田
２
６
８
番
地

●
定
休
日　

金
曜
日

☎
０
８
９
２
（
５
２
）
３
４
８
８

【
問
い
合
わ
せ
】

保
健
福
祉
課　

高
齢
者
福
祉
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
４

　

８
月
か
ら
小
田
地
区
の
古
田
勝
美

さ
ん
が
町
内
指
定
施
術
者
と
な
り
ま

し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

満
40
歳
以
上
の
人
は
指
定
施
術

者
に
施
術
補
助
券
を
提
出
す
る
こ
と

で
、
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
年
度
内
、
４
枚
ま
で
）

※
施
術
補
助
券
の
申
請
用
紙
は
、
本

　

庁
、
内
子
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
、

　

小
田
支
所
に
あ
り
ま
す
。
印
鑑
を

は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧

指
定
施
術
者
の
追
加
に
つ
い
て

［参考：木こり市場プロジェクトのしくみ］

木こり市場（小田原木市場内）
不要材を買い取り

・１㌧当たり　6,850円
　うち3,000円を「地域通貨」で支払い
　残り3,850円を「現金」で支払い
　　　　　　　（県補助3,000円＋町補助他850円）

出荷者（内子町民）
※事前に申込が必要

参加商店

不要材を
出荷

「地域通貨」と「現金」で
代金を支払い（後払い）

地域通貨
で買い物

地域通貨
を換金

ペレット製造業者

買い取った不要材
を出荷 代金を支払い

26年度は500㌧
まで受け付け

出荷の様子 地域通貨の「ドン券」

＼地域も元気に／

＼エコロジー／

　「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の２つの給付金の受給申請を、
８月１日から受けて付けています。26年４月に消費税が８㌫に引き上げられた
ことに伴い、所得の低い人や子育て世帯への影響を緩和する暫定的・臨時的な
措置です。対象者はどちらか１つの給付金が受給できます。

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

受給資格の有無

を確認じゃ！期限12月26日
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コラム＊ねんきん瓦版

　国民年金は、老齢や障がいにより働けなく
なったときの生活を、社会全体で支えようとい
う考えでつくられた仕組みです。
　若いときに公的年金に加入し保険料を納め続
けることで、年をとったときや、病気やケガで
障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなった
ときに、年金を受け取ることができます。
◎国民年金は将来の大きな支え
　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、
　保険料を納める制度です。国が運営するので、
　年金の給付は生涯にわたり保障されます。
◎自分の老後のためだけではありません
　国民年金には老齢年金のほか、障害年金や遺
　族年金もあります。加入者が死亡した場合、
　その加入者により生計を維持されていた遺族
　（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。
◎知っていますか、若年者のための制度

《学生納付特例制度》
　学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得
が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶
予される制度です。対象となる学生は、学校教育
法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、
高等専門学校、専修学校および各種学校（修業年
限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本
分校に在学する人です。
《若年者納付猶予制度》
　学生でない30歳未満の人で、本人および配偶者
の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の
納付が猶予される制度です。
【問い合わせ】
○住民課　国民年金係
☎０８９３（４４）６１５２
○松山西年金事務所
☎０８９３（４４）５１０５

自分の将来を支える国民年金
～若い世代の人に知っておいてほしいこと～
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・
長
尾
秀ひ

で
お夫
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愛
媛
大
学
名
誉

　

教
授
）

・
髙
石
德の

り
か香

さ
ん（
障
が
い
者
就
業
・

　

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ね
っ
と
Ｗｏ
ｒ
ｋ

　

ジ
ョ
イ
）

●
参
加
費　

無
料

●
申
込
締
め
切
り　

８
月
14
日（
木
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

学
校
教
育
課

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
４

　

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
自

立
を
支
援
す
る
た
め
に
、
地
域
の
中

で
大
切
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
ま
す
。

●
日
時　

８
月
21
日（
木
）

　
　
　
　

午
後
１
時
～

●
場
所　

五
十
崎
自
治
セ
ン
タ
ー

●
テ
ー
マ　
「
地
域
の
中
で
つ
な
が

　

る
支
援
」
―
―
つ
な
が
る
力
が
子

　

ど
も
を
育
て
る
―
―

●
パ
ネ
リ
ス
ト（
予
定
）

・
高
廣
初は

つ
み実

さ
ん（
保
護
者
団
体
）

特
別
支
援
教
育
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

▽
搬
出
す
る
時
は
、
規
定
の
用
紙
に

　

運
搬
す
る
廃
棄
物
の
種
類
と
量
、

　

運
搬
者
の
住
所
・
氏
名
な
ど
を
記

　

載
し
て
携
帯
す
る
こ
と
、
運
搬
す

　

る
車
両
が
廃
棄
物
収
集
車
で
あ
る

　

と
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

　

れ
て
い
ま
す
の
で
、
順
守
し
て
く

　

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

産
業
振
興
課

農
村
支
援
セ
ン
タ
ー（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
９
９

　

不
要
に
な
っ
た
マ
ル
チ
や
ビ
ニ
ー

ル
シ
ー
ト
な
ど
の
農
業
用
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
を
回
収
し
ま
す
。
こ
の
機
会

に
適
正
な
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
回
収
日
時　

８
月
29
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

●
場
所　

　

愛
媛
た
い
き
農
協
和
田
柿
選
果
場

●
搬
出
方
法

▽
回
収
し
た
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
リ

　

サ
イ
ク
ル
し
ま
す
の
で
、
１
し
め

　

当
た
り
10
～
15
㌔
程
度
と
し
、
種

　

類
別
に
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

内
子
・
五
十
崎
地
区
農
業
用

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
回
収
を
行
い
ま
す

　25年度第４四半期（26年１～３月）に発注した事業費1,000万円以上のうち、環境に影響を
及ぼす可能性がある工事を公表します。
【問い合わせ】　環境政策室　☎０８９３（４４）６１５９

環境政策室
からの
お知らせ

公共工事の発注状況をお知らせします

工事名／施工場所
工事概要

①延長、幅員など　②環境に影響を及ぼす可
能性がある点　③環境に配慮した点　

④事業費
⑤請負業者名

⑥工期
⑦工事担当課

25年度（山のみち）林道笹ヶ峠線２工区
開設工事／南山

①L=217.0m　W=4.0m　②特になし
③木製構造物（木柵、木製看板など）の使用、
　再生材の使用

④38,430,000円
⑤西岡建設（株）

⑥３月１日
　～３月31日
⑦建設デザイン課

25年度林道道房掛橋線開設工事／臼杵
①L=251.0m　W=4.0m　②特になし
③木製構造物（木柵、木製看板など）の使用、
　再生材の使用

④36,540,000円
⑤大久保建設（株）

⑥２月28日
　～３月31日
⑦建設デザイン課

25年度（山のみち）林道笹ヶ峠線１工区
開設工事／南山

①L=277.3m　W=4.0m　②特になし
③木製構造物（木柵、木製看板など）の使用、
　再生材の使用

④34,860,000円
⑤中川建設（株）

⑥２月28日
　～３月31日
⑦建設デザイン課

25年度（山のみち）林道蔵ヶ谷面谷線１
工区開設工事／中川

①L=215.8m　W=4.0m　②特になし
③木製構造物（木柵、木製看板など）の使用、
　再生材の使用

④27,090,000円
⑤西岡建設（株）

⑥３月１日
　～３月31日
⑦建設デザイン課

25年度（山のみち）林道蔵ヶ谷面谷線２
工区開設工事／中川

①L=118.8m　W=4.0m　②特になし
③木製構造物（木柵、木製看板など）の使用、
　再生材の使用

④26,985,000円
⑤西岡建設（株）

⑥３月１日
　～３月31日
⑦建設デザイン課

社会資本整備総合交付金事業町道長田
小学校線道路改良工事／五百木

①L=98.88m　W=5.0m　②切土
③切土法面の緑化、再生合材・砕石の利用

④12,946,500円
⑤（株）ブリッジカン
　パニー

⑥３月１日
　～３月25日
⑦建設デザイン課

nformationＩ

　

の
人
に
声
を
掛
け
て
か
ら
行
い
ま

　

す
。
調
査
員
は
、
本
調
査
の「
身

　

分
証
明
書
」「
腕
章
」な
ど
を
携
帯

　

し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

▽
法
律
お
よ
び
調
査
に
関
し
て

愛
媛
県
土
木
部
河
川
港
湾
局
砂
防　

課
傾
斜
地
保
全
係

☎
０
８
９
（
９
１
２
）
２
４
３
７

愛
媛
県
南
予
地
方
局
大
洲
土
木
事
務

所
河
川
港
湾
課
砂
防
担
当

☎
０
８
９
３
（
２
４
）５
１
２
１

▽
調
査
内
容
に
関
し
て

㈱
ウ
エ
ス
コ

☎
０
８
６
（
２
５
４
）
２
３
６
０

　

土
砂
災
害
防
止
法
は
、
土
砂
災
害

か
ら
国
民
の
生
命
を
守
る
た
め
、
土

砂
災
害
の
恐
れ
の
あ
る
区
域
の
危
険

周
知
、
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
、
住

宅
な
ど
の
新
規
立
地
の
抑
制
な
ど
の

対
策
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。

●
調
査
期
間　

８
月
～
27
年
３
月

●
調
査
対
象　

内
子
町
全
域
の
が
け

　

崩
れ
や
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
恐

　

れ
の
あ
る
地
域

●
調
査
内
容　

渓
流
や
斜
面
の
周
辺

　

で
土
砂
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け

　

る
恐
れ
の
あ
る
区
域
の
地
形
、
地

　

質
、
土
地
利
用
状
況
の
調
査
。

※
民
地
へ
立
ち
入
る
場
合
は
、
住
民

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
き

現
地
調
査
を
実
施
し
ま
す

親
子
で
楽
し
く
「
ベ
ビ
ー
ビ
ク
ス
教
室
」

　

プ
ー
ル
で
親
子
の
触
れ
合
い
を
図

り
な
が
ら
、
お
子
さ
ん
の
身
心
の
健

や
か
な
発
達
と
成
長
を
促
し
ま
す
。

●
開
催
日　

９
月
５
日
～
10
月
24
日

　
（
毎
週
金
曜
日
／
全
８
回
）

●
時
間　

午
前
10
時
15
分

　
　
　
　
　

～
11
時
45
分

●
場
所　

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ

　

Ｒリ

ュ

ウ

オ

ウ

Ｙ
Ｕ
Ｏ
Ｗ

●
対
象　

生
後
６
カ
月
～
２
歳
ま
で

　

の
子
ど
も
と
そ
の
保
護
者
で
、
こ

　

れ
ま
で
に
同
教
室
に
参
加
し
た
こ

　

と
が
な
い
人
。

●
料
金　

４
０
０
０
円

　
（
１
回
５
０
０
円
×
８
回
）

●
申
込
期
限　

８
月
20
日（
水
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

地
域
医
療
・
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
５
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